
１.対象家電

最新の目標年度における省エネルギー基準達成率100％以上の

下記の家電で、１世帯につきいずれか１台

①壁掛け形エアコンディショナー（目標年度2027年度）
②冷蔵庫または冷凍庫（目標年度2021年度）

３.補助金額

購入先

対象家電

中小企業または
小規模企業者
（個人店舗等）

左記以外の事業者
（家電量販店等）

エアコン
補助率1/2

（上限5万円）
補助率1/2

（上限3万円）

冷蔵庫（冷凍庫）
補助率1/2

（上限5万円）
補助率1/2

（上限3万円）

２.補助条件

◆ 市税を滞納しておらず、住所登録のある自宅の居住部分に対象

家電を設置していること

◆ 未使用品を市内事業者から購入し、令和8年6月1日から令和9年

1月31日までの間に対象家電を引渡しされていること

◆ 買換え前の同種の家電を家電リサイクル法に基づき適切に処分

していること（対象家電購入の前後６ヶ月以内）

◆ 同一世帯員を含めて、国や県などの省エネ家電買換え補助制度

などにより補助金の交付を受けていないこと

省エネルギー基準達成率の表示例

４.受付期間
令和8年6月1日（月曜日）から

令和9年2月15日（月曜日）まで

・対象家電の引渡し後の申請です。

・予算の上限に達した時点で、期間中であっても

受付を終了します（原則申込順）。

・市ホームページにて予算残額の状況を随時更新予定です。

富士見市省エネ家電買換え促進補助金

エアコンまたは冷蔵庫を市内で買い換えた方に最大５万円

※補助対象経費は、購入および設置にかかる費用（消費税や撤去費用などを除く）です。

【問合せ】環境課 環境保全係
TEL:049-252-7129 
FAX:049-253-2700

本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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